
【 対象者・要件 】

○ 市内に住所を有し、対象品目の生産・販売する農業者及び農業法人

○ 対象機械の新規購入及び規模拡大をすること（更新は対象外）

○ 地域計画に位置づけられていること（新規就農者含む）

○ 市税等に滞納がないこと

○

○ 令和８年１２月末まで納品、支払が完了できる見込みであること

○ 機械購入代金支払はクレジット払い・分割払い不可

【 補助内容 】

○ 対象機械

・ コンバイン（収量付・自動操舵装置付（直進機能可）など）

・ 田植機（高密度播種対応・自動操舵装置付（直進機能可）など）

・ 後付けの自動操舵システム

・ 自動抑草ロボット

※ 農業機械の能力（刃幅等）は作付面積に応じた適正な規模のもの

○ 補助率　　事業費（税抜き）の３／１０ 以内

・ コンバイン　　（上限１５０万円）

・ 田植機　　　　（上限１００万円）

・ 後付けの自動操舵システム（上限３０万円/台、１経営体３台まで）

・ 自動抑草ロボット（上限１５万円/台、１経営体６台まで）

※ １経営体の補助上限額を１５０万円とします。

※ 申込者多数の場合、予算内でポイント基準により採択となります。

【 申込方法 】

・ 農業振興課又は各地域局地域課産業建設係に備付の実施計画書（申込書）

を提出ください。

・ 希望機材の仕様、金額がわかる書類（カタログ、見積書 ）を添付ください。

【 問合せ先 】

横手市農林部農業振興課　電話　３２－２１１３　　担当　作物振興係

令 和 ８ 年 ６ 月

横手市 農林部 農業振興課

スマート農業技術が搭載された機器であること（以下のとおり）

担い手を支えるスマート農業実装支援事業（未来農業推進事業）

～ ２次募集のご案内 ～

スマート農業に取り組む農業者等を支援することにより地域農業の持続的発展と農業生産にお

ける省力化及び効率を図ることを目的に、農業機械等導入にかかる経費の一部を支援します。

なお、昨今の世界情勢の変化を鑑み、一部要件を変更しておりますので、ご了承ください。

大型スマート農業機械導入支援

注1： 事業採択の決定は９月中旬を予定しています。

注2： 令和８年４月１日以降に３者以上の見積を取得

し、契約したものが対象となります。

◆ 申込期限 令和 ８年 ８ 月 31 日 （月）


